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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＰＥＴボトルをゴミとして廃棄する際に、家庭
や事業所において、ペットボトル本体、キップ、ラベル
とをそれぞれ別に分離して廃棄する必要があり、これを
簡素化できるようにＰＥＴボトル全体を同一素材で製作
したプラスチック製飲料容器を提供する。
【解決手段】ペットボトル本体１の素材と、キャップ２
の素材を同一素材を用いて形成し、かつ、ペットボトル
本体１の胴部に、直接、文字・図形・記号・色彩等の表
示手段５を設けてプラスチック製飲料容器を構成する。
さらに、ペットボトル本体１、キャップ２の素材が、ポ
リエチレンテレフタレートであり、さらに、ペットボト
ル本体１への表示手段５を、インク、塗料から選択し、
直接ＰＥＴボトルに表示する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ペットボトル本体（１）の素材と、キャップ（２）の素材を同一素材を用いて形成し、
かつ、ペットボトル本体（１）の胴部に、直接、文字・図形・記号・色彩等の表示手段（
５）を設けることを特徴とするプラスチック製飲料容器。
【請求項２】
　ペットボトル本体（１）、キャップ（２）の素材が、ポリエチレンテレフタレートであ
ることを特徴とする請求項１記載のプラスチック製飲料容器。
【請求項３】
　キャップ（２）と、該キャップ（２）に未開封時には一体に付着しているＴＥバンド（
３）も、同素材であることを特徴とする請求項１または２記載のプラスチック製飲料容器
。
【請求項４】
　ペットボトル本体（１）への表示手段（５）が、インク、塗料から選ばれたものである
ことを特徴とする請求項１記載のプラスチック製飲料容器。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、プラスチック製飲料容器に関するものであり、特に、ＰＥＴボトルと呼ば
れる飲料容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＥＴボトルの原料は、ポリエチレンテレフタレート（Polyethyleneterephthal
ate ）という、石油からつくられるテレフタル酸とエチレングリコールを原料として、高
温・高真空化で化学反応させてつくられる樹脂の一つである。
【０００３】
　このＰＥＴボトルに用いるＰＥＴ樹脂は、主に、炭素、酸素、水素から構成されており
、約１／３が空気を原料とする酸素で占められており、他のプラスチックに比べて石油依
存度の低い樹脂である。
【０００４】
　そして、他のプラスチックに比べて炭素より重い酸素が多いことから、密度が水より重
く、燃焼時の発熱量は比較的低くなっており、燃焼しても有毒ガスは発生しないものであ
る。
【０００５】
　そのため、このＰＥＴ樹脂を全量として製造されるＰＥＴボトルは、清涼飲料を中心に
アルミ缶、スチール缶やガラスびんを置き換える形で伸びており、すでに液量ベースで清
涼飲料の６０％以上は、ＰＥＴボトルが使用されている。
【０００６】
　さらに、ＰＥＴ樹脂は、酸素分を多く含むことから、燃焼時の発熱量が低く紙と同水準
であり、例えば、ポリプロピレン（ＰＰ）の約半分であり、このため、容器包装リサイク
ル法以前では、焼却炉を傷めないことから、燃やせるプラスチックということでゴミの助
燃材として珍重された経緯がある。
【０００７】
　しかし、現在では、焼却炉の性能が飛躍的に向上し、一般のプラスチックが燃焼可能と
なったため、発熱量の低いＰＥＴ樹脂は、エネルギー回収よりも、リサイクルとしての素
材に着目されている。
【０００８】
　そのため、キャップを開封した際、ボトル本体に残る犯罪防止用のＴＥバンドを簡単に
取り外せるよう構成したものは存在する。例えば、特許文献１のように。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－１７６２０４号公報
【００１０】
　そして、本件考案も、製品としてＰＥＴボトルをみた場合、ラベルやキャップには、ボ
トル容器本体とは別の素材が使用されており、該ＰＥＴボトルを構成する各部材は、
　１）　ボトル本体は、ＰＥＴ樹脂単体が用いられている。
　２）　キャップは、ＰＰまたはＰＥ樹脂が用いられている。
　３）　ラベルは、ストレッチラベル（ＰＥ）、シュリンクラベル（ＰＳ、ＰＥＴ）、紙
　　　　ラベル・タックラベル等である。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、この考案が解決しようとする課題は、従来、資源有効利用促進法、容器包装リ
サイクル法、グリーン購入法が設けられ、プラスチック製飲料容器であるＰＥＴボトルに
対して法制度が設けられており、ＰＥＴボトルをゴミとして廃棄する際に、家庭や事業所
において、ペットボトル本体、キップ、ラベルとをそれぞれ別に分離して廃棄する必要が
あり、これを簡素化することのできるプラスチック製飲料容器を開発することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この考案による課題を解決するための手段としては、ペットボトル本体（１）の素材と
、キャップ（２）並びに、ＴＥバンド（３）の素材を同一素材を用いて形成し、かつ、ペ
ットボトル本体（１）の胴部に、直接、文字・図形・記号・色彩等の表示手段（５）を設
けることを特徴とするプラスチック製飲料容器から構成される。
【００１３】
　ペットボトル本体（１）、キャップ（２）並びに、ＴＥバンド（３）の素材の一実施例
を述べると、ポリエチレンテレフタレートであるプラスチック製飲料容器である。
【００１４】
　さらに、ペットボトル本体（１）の表示（５）が、インクで印刷したり、または、塗料
を塗布あるいは噴霧することを特徴とするプラスチック製飲料容器である。
【考案の効果】
【００１５】
　この考案によると、ペットボトル本体（１）の素材と、キャップ（２）並びに、ＴＥバ
ンド（３）の素材を同じ素材で構成するため、分別収集をする必要がなく、便利であると
共に、全てを他の商品に再利用できる等の有益なる効果を奏する。
【００１６】
　また、素材を、ポリエチレンテレフタレートを用いることにより、制服、作業服、作業
用手袋、インテリア、寝具その他の繊維製品にリサイクルできる。
【００１７】
　さらに、ペットボトル本体（１）の表示（５）を、印刷、または、塗料を用いることに
より、従来の素材であるストレッチラベル（ＰＥ）、シュリンクラベル（ＰＳ、ＰＥＴ）
等、ペットボトル本体（１）の素材とは異なり、一々ラベルを剥がす手間を必要がない極
めて有益なる効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この考案の一実施例を示す正面図である。
【図２】従来例を示す一部欠截正面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　この考案は、飲料用容器のリサイクルを視野に入れ、当初より、廃棄の際に便利なよう
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に、ＰＥＴボトルの全体の素材を同一素材を用いることと、ＰＥＴボトルの胴部に巻回す
るラベルは用いず、ＰＥＴボトルに直接、表示するよう構成したものである。
【実施例】
【００２０】
　この考案の一実施例を図面に基づいて詳細に説明すると、ペットボトル本体（１）の素
材と、キャップ（２）並びに、ＴＥバンド（３）の素材を同一素材を用いて形成し、かつ
、ペットボトル本体（１）の胴部に、直接、文字・図形・記号・色彩等の表示手段（５）
を設けることを特徴とするプラスチック製飲料容器から構成される。
【００２１】
　尚、ＴＥバンド（３）とは、キャップ（２）と一体に閉蓋されており、開蓋時に、キャ
ップ（２）を回転することにより、キャップ（２）と分離し、ペットボトル本体（１）の
口部に残り、内部の安全を確認するためのものである。
【００２２】
　また、ＴＥバンド（３）を有さないキャップ（２）においては、キャップ（２）の素材
が、ペットボトル本体（１）の素材と同一素材とするものである。
【００２３】
　そして、ペットボトル本体（１）、キャップ（２）並びに、ＴＥバンド（３）の素材は
、具体的には、ポリエチレンテレフタレートである。
【００２４】
　ペットボトル本体（１）の表示手段（５）が、インクあるいは塗料のいずれから選ばれ
たものである。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
　この考案の、プラスチック製飲料容器の技術を確立し、実施することにより、産業上利
用可能性があるものである。
【符号の説明】
【００２６】
　１　ペットボトル本体
　２　キャップ
　３　ＴＥバンド
　４　ラベル
　５　表示手段
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